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○佐賀市建築基準法施行細則 

平成１７年１０月１日 

規則第１６７号 

改正 平成１９年３月３０日規則第２３号 

平成１９年９月２８日規則第１２２号 

平成２０年３月３１日規則第１８号 

平成２４年３月２９日規則第２５号 

平成２７年１２月２８日規則第４８号 

平成２８年５月３１日規則第５９号 

平成３０年３月１３日規則第１号 

令和元年１２月１３日規則第３４号 

令和４年３月２８日規則第１９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）、

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）、建築基

準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「省令」という。）及び建築基

準法施行条例（昭和４６年佐賀県条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（工場及び危険物調書） 

第２条 工場又は危険物の貯蔵所の用途に供する建築物に係る確認申請書には、工場

及び危険物調書（様式第１号）を添えなければならない。 

（設計等の変更） 

第３条 法の規定による許可又は認定を受けた建築物等の設計を変更しようとすると

きは、新たに許可又は認定を受けなければならない。 

２ 確認、許可又は認定（以下「確認等」という。）を受けた建築物等の建築主、設

置者又は築造主（以下「建築主等」という。）は、工事完了前に建築主等を変更し

ようとするときは、建築主等変更届（様式第２号）２通に確認等の通知書を添えて、

市長又は建築主事に提出しなければならない。建築主等が工事監理者又は工事施工

者を定めようとするとき、又は変更しようとするときも、同様とする。 

（平２８規則５９・一部改正） 

（特定建築物の定期報告） 



2/31 

第４条 法第１２条第１項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の各号

の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が当該各号の右欄に

掲げる規模のもの（同項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政

令で定める建築物を除く。）とする。 

用途 規模 

１ 劇場、映画館、演芸場、観覧場（屋外観

覧場を除く。）、公会堂又は集会場 

床面積の合計が３００平方メートル以上

のもの 

２ 下宿、共同住宅又は寄宿舎 階数が５以上であり、かつ、床面積の合

計が１，５００平方メートル以上のもの 

３ 事務所その他これに類する建築物 階数が５以上であり、かつ、床面積の合

計が１，０００平方メートル以上のもの 

２ 省令第５条第１項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表の各号の左欄

に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号の右欄に定めるとおりとする。 

建築物 報告の時期 

１ 政令第１６条第１項第１号及び第２号

に掲げる建築物（同項の規定により国土交

通大臣が定めるものを除く。）並びに前項

の表の第１号に規定する特定建築物 

平成２８年９月１日から同年１１月３０

日までとし、以後３年ごと 

２ 政令第１６条第１項第３号に掲げる建

築物（同項の規定により国土交通大臣が定

めるものを除く。次号及び第４号において

同じ。）のうち、ホテル又は旅館の用途に

供するもの 

平成２９年９月１日から同年１１月３０

日までとし、以後３年ごと 

３ 政令第１６条第１項第３号に掲げる建

築物のうち、病院、診療所（患者の収容施

設があるものに限る。）又は政令第１９条

第１項の児童福祉施設等の用途に供する

もの 

平成３０年９月１日から同年１１月３０

日までとし、以後３年ごと 

４ 政令第１６条第１項第３号に掲げる建

築物のうち、下宿、共同住宅又は寄宿舎の

用途に供するもの並びに前項の表の第２

平成２８年９月１日から同年１１月３０

日までとし、以後３年ごと 
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号及び第３号に規定する特定建築物 

５ 政令第１６条第１項第４号に掲げる建

築物（同項の規定により国土交通大臣が定

めるものを除く。） 

〃 

６ 政令第１６条第１項第５号に掲げる建

築物（同項の規定により国土交通大臣が定

めるものを除く。） 

平成２９年９月１日から同年１１月３０

日までとし、以後３年ごと 

３ 省令第５条第４項の規則で定める書類は、市長が別に定めるコンクリート建築物

調査表その他市長が必要と認める書類とする。 

（平２８規則５９・全改） 

（特定建築設備等の定期報告） 

第５条 法第１２条第３項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げ

るものとする。 

（１） 前条第２項の表の第１号から第３号まで及び第６号に掲げる建築物（床面

積の合計が２，０００平方メートル以上のものに限る。）の居室に、法第２８条

第２項ただし書の規定により設けられた換気設備（政令第２０条の２第１号ハの

中央管理方式の空気調和設備に限る。） 

（２） 前条第２項の表の第２号及び第３号に掲げる建築物（床面積の合計が２，

０００平方メートル以上のものに限る。）の室（建築物の調理室、浴室その他の

室でかまど、こんろその他の火を使用する設備若しくは器具を設けたものに限

る。）に、法第２８条第３項の規定により設けられた換気設備（自然換気設備を

除く。） 

（３） 前条第２項の表の第１号から第３号まで及び第６号に掲げる建築物（床面

積の合計が２，０００平方メートル以上のものに限る。）に、政令第１２６条の

２第１項の規定により設けられた排煙設備（政令第１２６条の３第８号の規定に

より排煙機を設けたものに限る。） 

（４） 前条第２項の表の第１号から第３号まで及び第６号に掲げる建築物（床面

積の合計が２，０００平方メートル以上のものに限る。）に、政令第１２６条の

４第１項の規定により設けられた非常用の照明装置（開放型の蓄電池又は蓄電池

と自家用発電装置とを組み合わせたものを予備電源として用いるものに限る。） 

２ 省令第６条第１項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる区
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分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期（毎年の当該報告に係る検査の日から起

算して２月を経過する日までに限る。）とする。 

（１） 政令第１６条第３項第１号に掲げる特定建築設備等（同項の規定により国

土交通大臣が定めるものを除く。） 毎年の４月１日から翌年３月３１日（同日

前に法第７条第５項若しくは第７条の２第５項（いずれも法第８７条の４におい

て準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日又は前回の報

告の日から起算して１年を経過する日がある場合は、同日の属する月の末日）ま

で 

（２） 政令第１６条第３項第２号に掲げる特定建築設備等（同項の規定により国

土交通大臣が定めるものを除く。） 毎年の４月１日から翌年３月３１日まで 

（３） 前項各号に掲げる特定建築設備等 毎年の９月１日から１１月３０日まで 

３ 前項第１号の規定は、省令第６条の２の２第１項の規定により市長が定める報告

の時期について準用する。 

４ 法第１２条第３項（法第８８条第１項において準用する場合を含む。以下この項

において同じ。）の規定により報告を要する特定建築設備等又は工作物を廃止若し

くは休止（当該特定建築設備等又は当該工作物について、最後に法第１２条第３項

の報告を行った日から起算して１年を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合

に限る。）又は再使用したときは特定建築設備等廃止・休止・再使用届（様式第３

号）により届け出なければならない。 

５ 省令第６条第４項の規則で定める書類は、市長が別に定める換気状況評価表、換

気風量測定表、排煙風量測定記録表、非常用の照明装置の照度測定表その他市長が

必要と認める書類とする。 

（平２０規則１８・平２８規則５９・令元規則３４・一部改正） 

第６条 削除 

（令元規則３４） 

（し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域） 

第７条 政令第３２条第１項第１号の表の規定により市長が衛生上特に支障があると

認めて規則で指定する区域は、本市の区域のうち、次に掲げる区域を除いた区域と

する。 

（１） 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第８号に規定する処理区域 

（２） 下水道法第４条第１項の規定により定めた事業計画において定められた予
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定処理区域 

（平２４規則２５・一部改正） 

（垂直積雪量） 

第８条 政令第８６条第３項の規定により規則で定める数値は、次の各号に掲げる区

域の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 

（１） 諸富町、川副町、東与賀町及び久保田町の区域 ０．２メートル 

（２） 富士町の区域 ０．３５メートル 

（３） 三瀬村三瀬、三瀬村藤原及び三瀬村杠の区域 ０．４５メートル 

（４） 前３号以外の区域 ０．２５メートル 

（平１９規則１２２・一部改正） 

（道路の位置の指定申請書） 

第９条 省令第９条の規定により市長に提出する道路の位置の指定の申請は、道路位

置指定申請書（様式第４号）正副２通によるものとする。 

２ 前項の申請書には、省令第９条に規定する図書のほか、次に掲げる書類を添えな

ければならない。 

（１） 承諾者の印鑑証明書 

（２） 土地の登記事項証明書 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平２０規則１８・令元規則３４・一部改正） 

（道路の位置の標示） 

第１０条 法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を受けようとする

者は、耐久性のある側溝、縁石、標示杭等により道路の境界を明確に標示しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により設置した標示は、本市の職員の立会いの上でなければ移動させ

てはならない。 

（平１９規則２３・一部改正） 

（道路とみなされる道の指定） 

第１１条 法第４２条第２項の規定により市長が指定する道は、法第３章の規定が適

用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員４メートル未満１．８メート

ル以上で一般の交通の用に供されているものとする。 

（私道の変更又は廃止） 
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第１２条 法第４２条第１項第３号若しくは第５号、同条第２項若しくは第３項又は

法附則第５項の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更（廃

止）承認申請書（様式第５号）正副２通に、それぞれ第９条第２項の規定に準じ必

要な事項を記載した図書（市長が必要でないと認めた場合を除いて当該道路を前面

道路として利用している者の承諾書を含む。）を添えて市長に提出し、その承認を

受けなければならない。 

（平２０規則１８・平２８規則５９・令元規則３４・一部改正） 

（許可申請書の添付書類） 

第１３条 省令第１０条の４第１項に規定する許可関係規定による許可を申請しよう

とする者は、省令で定める許可申請書正副２通に省令第１条の３第１項の表１の

（い）項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 省令第１０条の４第４項に規定する工作物許可関係規定による許可を申請しよう

とする者は、省令で定める許可申請書正副２通に省令第３条第２項の表に掲げる図

書を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、必要と認めるときは、前２項の規定により申請書に添えなければならな

い図書のほかに必要な図書の提出を命ずることができる。 

（平３０規則１・令元規則３４・一部改正） 

（建築面積の敷地面積に対する割合の緩和） 

第１４条 法第５３条第３項第２号の規定により市長が指定する建築物の建築面積の

敷地面積に対する割合を緩和する敷地は、次に掲げるものとする。 

（１） 周辺の長さの３分の１以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類す

るものに接する敷地 

（２） 周辺の長さの６分の１以上が幅員１２メートル以上の道路に接する敷地 

（３） 周辺の長さの６分の１以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、

広場、水面その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計

が１２メートル以上である敷地 

（道路斜線制限に係る後退距離の算定の特例） 

第１５条 政令第１３０条の１２第５号の規定により規則で定める建築物の部分は、

道路上空に設けられる渡り廊下その他の通路又は運搬の用に供する工作物に接続す

るもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 学校、病院、老人ホームその他これに類する用途に供する建築物に設けら
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れるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの 

（２） 建築物の５階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として

必要なもの 

（３） 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の

緩和に寄与するもの 

（認定申請書等の添付書類） 

第１６条 省令第１０条の４の２第１項に規定する認定関係規定による認定を申請し

ようとする者にあっては省令で定める認定申請書正副２通に、条例第２２条ただし

書、第２３条ただし書、第２４条第１項ただし書、第２５条第１項ただし書、第２

６条第１項ただし書又は第２８条の規定による認定を申請しようとする者にあって

は認定申請書（様式第６号）正副２通に、それぞれ省令第１条の３第１項の表１の

（い）項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、必要と認めるときは、前項の認定の申請にあっては同項に定める図書、

省令第１０条の２１第１項に規定する図書又は書面並びに省令第１０条の２３第１

項及び第２項並びに省令第１０条の２４第１項に規定する図書及び書類のほかに、

必要な図書又は書面の提出を命ずることができる。 

（平２０規則１８・平２７規則４８・令元規則３４・一部改正） 

（建築協定の認可申請） 

第１７条 法第７０条第１項又は法第７６条の３第２項の規定により建築協定の認可

を受けようとする者は、建築協定認可申請書（様式第７号）正副２通に、次に掲げ

る図書（法第７６条の３第２項の規定による建築協定の認可の申請にあっては、第

５号及び第６号に規定する図書を除く。）を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

（１） 建築協定書 

（２） 建築協定を締結しようとする理由書 

（３） 建築協定区域内の建築物の配置図及び土地の区画配置図 

（４） 建築協定区域内における法第６９条に規定する土地の所有者等（法第７７

条の規定により土地の所有者等とみなされる建築物の借主を含む。以下「土地の

所有者等」という。）の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっ

ている土地及び建築物の所在地を記載した書面 

（５） 申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書面 
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（６） 土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面 

（７） 土地及び建物の登記事項証明書 

（８） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平２０規則１８・令元規則３４・一部改正） 

（建築協定の変更又は廃止の認可申請） 

第１８条 法第７４条第１項又は法第７６条第１項（法第７６条の３第６項において

これらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により建築協定の変更又

は廃止の認可を受けようとする者は、建築協定変更（廃止）認可申請書（様式第８

号）正副２通に、次に掲げる図書（法第７６条第１項の規定による建築協定の廃止

の認可の申請にあっては、第１号及び第３号に規定する図書を除く。）を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（１） 変更後の建築協定書 

（２） 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書 

（３） 変更した建築協定区域、建築物に関する変更した基準又は変更した建築協

定と関係のある建築物の配置図及び土地の区画配置図 

（４） 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であること

を証する書面 

（５） 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっ

ている土地及び建築物の所在地を記載した書面 

（６） 土地及び建物の登記事項証明書 

（７） 土地の所有者等の全員（廃止の場合は過半数）の合意があったことを証す

る書面 

（８） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平２０規則１８・令元規則３４・一部改正） 

（借地権消滅届） 

第１９条 法第７４条の２第３項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅

届（様式第９号）に借地権が消滅したことを証する書面及び土地の位置を表示した

図面を添えて、市長に提出しなければならない。 

（平２０規則１８・令元規則３４・一部改正） 

（建築協定加入届） 

第２０条 法第７５条の２第１項又は第２項の規定により建築協定に加わろうとする
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者は、建築協定加入届（様式第１０号）に土地の登記事項証明書及び土地の位置を

表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。 

（平２０規則１８・令元規則３４・一部改正） 

（一人建築協定の効力発生届） 

第２１条 法第７６条の３第５項の規定により当該建築協定が効力を有することとな

ったときは、同条第２項の規定による建築協定の認可を受けた者は、直ちに一人建

築協定効力発生届（様式第１１号）に新たに土地の所有者等となった者の土地又は

建物の登記事項証明書及び土地又は建築物の位置を表示した図面を添えて、市長に

提出しなければならない。 

（平２０規則１８・令元規則３４・一部改正） 

（建築協定書の縦覧） 

第２２条 法第７１条（法第７４条第２項（法第７６条の３第６項において準用する

場合を含む。）及び法第７６条の３第４項において準用する場合を含む。）又は法

第７３条第３項（法第７４条第２項（法第７６条の３第６項において準用する場合

を含む。）、法第７５条の２第４項及び法第７６条の３第４項において準用する場

合を含む。）の規定による縦覧は、市役所において行うものとし、その期間は、２

０日間とする。 

（意見の聴取の請求） 

第２３条 法第９条第３項又は第８項（法第１０条第４項、法第４５条第２項、法第

８８条第１項、第２項若しくは第３項、法第９０条第３項又は法第９０条の２第２

項において準用する場合を含む。）の規定による公開による意見聴取の請求は、文

書によって行わなければならない。 

（令元規則３４・一部改正） 

（開催の通知及び公告） 

第２４条 市長は、公開による意見の聴取を行おうとするときは、公開による意見の

聴取の期日及び場所その他必要な事項を意見の聴取の請求をした者又は利害関係人

（以下「被聴取者」という。）に通知するとともに、その旨を公告するものとする。 

（被聴取者の代理人） 

第２５条 被聴取者は、公開による意見の聴取に代理人を出席させることができる。

この場合において、被聴取者は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならな

い。 
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（意見の聴取の放棄） 

第２６条 法第９条第４項（法第１０条第４項、法第４５条第２項、法第８８条第１

項、第２項若しくは第３項、法第９０条第３項又は法第９０条の２第２項において

準用する場合を含む。）、法第４６条第１項、法第４８条第１５項又は法第７２条

第１項の規定により出頭を求められた者が、正当な理由がなく公開による意見の聴

取に出席しないときは、公開による意見の聴取を受ける権利を放棄したものとみな

す。 

（平３０規則１・令元規則３４・一部改正） 

（意見の聴取の延期） 

第２７条 市長は、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取の期日を延期

することができる。 

（議長） 

第２８条 公開による意見の聴取は、市長の指名した職員が議長となって行う。 

（平１９規則２３・一部改正） 

（参考人の出席） 

第２９条 市長は、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取に証人又は参

考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（会場の秩序維持） 

第３０条 議長は、公開による意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行為をする者に

対し、退場その他秩序を維持するために必要な措置をとることができる。 

（意見の聴取の記録） 

第３１条 議長は、公開による意見の聴取の出席者の氏名、議事及び内容の要旨を記

録しなければならない。 

（補則） 

第３２条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、佐賀県建築基準法施行細則（昭和３６年佐賀

県規則第１４号）又は合併前の佐賀市建築基準法施行細則（平成６年佐賀市規則第
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５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当

規定によりなされたものとみなす。 

（川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置） 

３ 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日の前日までに、編入前の川副町、東与

賀町又は久保田町の区域において佐賀県建築基準法施行細則（昭和３６年佐賀県規

則第１４号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則

の相当規定によりなされたものとみなす。 

（平１９規則１２２・追加） 

附 則（平成１９年３月３０日規則第２３号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２８日規則第１２２号） 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第１８号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日規則第２５号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第４８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年５月３１日規則第５９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の佐賀市建築基準法施行細則（以下「新規則」という。）

第４条第２項の表の第１号、第４号及び第５号に掲げる建築物であって、この規則

の施行の日（以下「施行日」という。）に現に存するもの（施行日前にこの規則に

よる改正前の佐賀市建築基準法施行細則（以下「旧規則」という。）第４条第１項

の規定の適用を受けていたものを除く。）の所有者（所有者と管理者が異なる場合

においては、管理者。以下同じ。）が、この規則の施行後最初に行う建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第１２条第１項の規定による報告

の時期は、新規則第４条第２項の規定にかかわらず、平成２８年９月１日から平成

２９年１１月３０までとする。 
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３ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）第１２

９条の３第１項第３号に規定する小荷物専用昇降機又は政令第１６条第３項第２号

に掲げる特定建築設備等であって、施行日に現に存するもの又は平成２９年５月３

１日までの間に法第７条第５項若しくは第７条の２第５項（いずれも法第８７条の

２において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けたものの所

有者が、この規則の施行後、最初に行う法第１２条第３項の規定による報告の時期

は、新規則第５条第２項第１号及び第２号の規定にかかわらず、平成２８年６月１

日から平成３１年３月３１日までとする。 

４ 新規則第５条第１項各号に掲げる特定建築設備等であって、施行日に現に存する

もの（施行日前に旧規則第５条第１項の規定の適用を受けていたものを除く。）の

所有者が、この規則の施行後最初に行う法第１２条第３項の規定による報告の時期

は、新規則第５条第２項第３号の規定にかかわらず、平成２８年９月１日から平成

２９年１１月３０日までとする。 

附 則（平成３０年３月１３日規則第１号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１３日規則第３４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月２８日規則第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をし

て使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

（令４規則１９・一部改正） 

様式第３号（第５条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第６号繰上、平２８規則５９・一部改正） 

様式第４号（第９条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第９号繰上、令元規則３４・旧様式第６号繰上、

令４規則１９・一部改正） 

様式第５号（第１２条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第１０号繰上、令元規則３４・旧様式第７号繰上、

令４規則１９・一部改正） 

様式第６号（第１６条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第１１号繰上、平３０規則１・一部改正、令元規

則３４・旧様式第８号繰上、令４規則１９・一部改正） 

様式第７号（第１７条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第１２号繰上、令元規則３４・旧様式第９号繰上、

令４規則１９・一部改正） 

様式第８号（第１８条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第１３号繰上、令元規則３４・旧様式第１０号繰

上、令４規則１９・一部改正） 

様式第９号（第１９条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第１４号繰上、令元規則３４・旧様式第１１号繰

上、令４規則１９・一部改正） 

様式第１０号（第２０条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第１５号繰上、令元規則３４・旧様式第１２号繰

上、令４規則１９・一部改正） 

様式第１１号（第２１条関係） 

（平２０規則１８・旧様式第１６号繰上、令元規則３４・旧様式第１３号繰

上、令４規則１９・一部改正） 

 


